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１．策定の背景 

（１）土木工事の特徴 

土木工事は、個別に調査・設計された多岐にわたる工事目的物を多種多様な

自然条件、社会条件のもとで施工されるという特殊性を有している。 

このため、工事の進捗とともに、当初発注時に予見できない事態が起こりう

ることから、あらかじめ設計内容の前提条件を明示しておくことで、円滑な設

計変更に備える必要がある。 

 

（２）適切な設計変更の必要性 

〇公共工事の品質確保の促進に関する法律第３条第９項（基本理念） 

  公共工事の品質は、これを確保する上で公共工事等の受注者のみならず下

請負人及びこれらの者に使用される技術者、技能労働者等がそれぞれ重要な

役割を果たすことに鑑み、公共工事等における請負契約（下請契約を含む。）

の当事者が、各々の対等な立場における合意に基づいて、市場における労務

の取引価格、健康保険法（大正十一年法律第七十号）等の定めるところによ

り事業主が納付義務を負う保険料（第八条第二項及び第二十七条第一項にお

いて単に「保険料」という。）等を的確に反映した適正な額の請負代金及び

適正な工期又は調査等の履行期（以下「工期等」という。）を定める公正な

契約を締結し、その請負代金をできる限り速やかに支払う等信義に従って誠

実にこれを履行するとともに、公共工事等に従事する者の賃金、労働時間、

休日その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の適正な整備について配

慮がなされることにより、確保されなければならない。 

 

〇公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条第１項第 12 号（発注者 

責務） 

  設計図書（仕様書、設計書及び図面をいう。以下この号において同じ。）

に適切に施工条件又は調査等の実施の条件を明示するとともに、設計図書に

示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示

されていない施工条件又は調査等の実施の条件について予期することができ

ない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められる

ときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は

工期等の変更を行うこと。この場合において、工期等が翌年度にわたること

となったときは、繰越明許費の活用その他の必要な措置を適切に講ずること。 

 

設計変更において、より良い社会資本の整備のために発注者と受注者双方

が役割分担を適切に行ったうえで、設計変更内容について両者が合意し契約

の締結をすることが不可欠である。 
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（３）ガイドライン策定の目的 

 土木工事の施工に関しては、各種の条件変更等に伴い当初設計から変更を余

儀なくされるものであることから、適切な契約変更手続きを行うとともに、発

注者と受注者の役割（費用）分担を明確化し、適正な工事履行体制を確保する

必要がある。 

そのために、設計変更に係る業務の円滑化を図るには、発注者と受注者双方が、

設計変更が可能な場合や不可能な場合、設計変更の手続きの流れ等について十

分理解しておく必要がある。 

 「土木工事設計変更ガイドライン」は、発注者と受注者双方が共通の目安と

することにより、設計変更が適切に実施されることを目的としたものである。 
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2．設計変更フロー 

 

【凡例】

設計変更

(5)設計図書の訂正・変更

(2)設計変更に必要な資料作成

(3)設計変更が可能な場合

発注者の作業

受注者の作業

両者の作業 対応する章

契 約

(1)照査内容の確認

設計図書の照査 [工事請負契約書第18条第1項の照査]
3

受注者：土木工事共通仕様書1-1-1-3（設計図書の照査等）、該当する事実（質問事項）が確認出来る資料を書面で提出

①工事請負契約書第18条第1項に該当

②設計の照査の範囲を超える作業が生じる場合

③発注者が変更を必要と認める

④工事を一時中止する必要がある
※詳細は「工事一時中止に係るガイドライン」による

4

第18条第1項

の該当号

第1号～第3号

に該当【訂正】

第4号～第5号

に該当【変更】

発注者：調査の実施

受注者：立会い

発注者：結果の取りまとめ

受注者：意見

発注者：訂正・変更の通知

（調査終了後原則14日以内）

工事目的物の変更

伴う 伴わない

発注者・受注者協議

(6)設計変更の責任者

●発注者の責による訂正・変更

●コンサルタント等の責による訂正・変更
●受注者による訂正・変更

工期・請負代金額の変更
5

工期・請負代金額

の変更

不要 必要

発注者・受注者協議

工期・請負代金の変更

（変更契約 ⇒ 契約課へ依頼）

訂正・変更指示の了解

工事着手

発注者：工事一時中止の指示

受注者：基本計画書の作成・提出

発注者：基本計画書の承諾

受注者：基本計画書に基づいた施工

工事現場の保全の実施

工事続行

(4)設計変更が

不可能なケース
※施工途中の場合のみ

施工途中

しゅん工
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３．設計図書の照査 

（１）設計図書の照査とは 
「設計図書の照査」とは、土木工事共通仕様書 1-1-1-3 （設計図書の照査

等）に規定されているとおり、受注者は施工前及び施工途中において、自らの

負担により工事請負契約書第 18 条第 1 項第 1 号から第 5 号（条件変更等）

に該当する設計図書に問題点が無いか確認することである。 

 

○工事請負契約書第１８条（条件変更等）  

  受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発

見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければ

ならない。 

  (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致し

ないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

  (2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

  (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

  (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示

された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

  (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのでき

ない特別な状態が生じたこと。 

 

○土木工事共通仕様書１-１-1-3（設計図書の照査等）  

２．設計図書の照査 

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第１

８条第１項第１号から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実

がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を提出し、確認を求め

なければならない。なお、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との

対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督員

から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければ

ならない。 
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（２）設計書の照査の範囲を超えるもの 

①現地測量の結果、横断図を新たに作成する必要があるもの。又は縦断計画

の見直しを伴う横断図の再作成が必要となるもの。 

②施工の段階で判明した推定岩盤線の変更に伴う横断図の再作成が必要と

なるもの。ただし、当初横断図の推定岩盤線の変更は「設計図書の照査」

に含まれる。 

③現地測量の結果、排水路計画を新たに作成する必要があるもの。又は土工

の縦横断計画の見直しが必要となるもの。 

④構造物の位置や計画高さ、延長が変更となり構造計算の再計算が必要とな

るもの。 

⑤構造物の載荷高さが変更となり構造計算の再計算が必要となるもの。 

⑥現地測量の結果、構造物のタイプが変更となるが標準設計で修正可能なも

の。 

⑦構造物の構造計算書の計算結果が設計図と違う場合の構造計算の再計算

及び図面作成が必要となるもの。 

⑧基礎杭が試験杭等により変更となる場合の構造計算及び図面作成。 

⑨土留め等の構造計算において現地条件や施工条件が異なる場合の構造計

算及び図面作成。 

⑩「設計要領」「各種示方書」等との対比設計。 

⑪構造物の応力計算書の計算入力条件の確認や構造物の応力計算を伴う照

査。 

⑫設計根拠まで遡る見直し、必要とする工費の算出。 

⑬舗装修繕工事の縦横断設計。（当初の設計図書において縦横断面図が示さ

れており、その修正を行う場合とする。） 

（注）なお、適正な設計図書に基づく数量の算出及び完成図については、受注

者の費用負担によるものとする。 
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４．設計変更 

（１）照査内容の確認 

発注者と受注者間で協議を実施し、適切に照査結果を確認する。発注者と受

注者の協議によって、設計図書の訂正、変更が生じるようであれば、その内容

を確定し、その訂正や変更を行う責任範囲を明確にする。 

 

（２）設計変更に必要な資料作成 

工事請負契約書第18条第1項に基づき、設計変更するために必要な資料の作

成については、工事請負契約書第18条第4項に基づき、発注者が行うことにな

るが、受注者に行わせる場合は、以下の手続きによるものとする。 

① 設計図書の照査に基づき設計変更が必要な内容については、発注者と受注

者で確認する。  

② 設計変更するために必要な資料の作成について書面により協議し、合意を

図った後、発注者が具体的指示を行うものとする。  

③ 発注者は、書面による指示に基づき、受注者が設計変更に関わり作成した

資料を確認する。  

④ 書面による指示に基づいた設計変更に関わる資料の作成業務については、

契約変更の対象とする。 

 

（３）設計変更が可能なケース 

①工事請負契約書第18条第1項に該当する 

・図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない  

場合（これらの優先順位が定められている場合を除く） 

【工事請負契約書第 18 条第 1 項第 1 号】 

   例）設計書と図面で材料の規格が一致しない。 

・設計図書に誤り又は脱漏がある場合 

【工事請負契約書第 18 条第 1 項第 2 号】 

   例）条件明示する必要があるにも係わらず土質に関する条件明示がない。  

    条件明示する必要があるにも係わらず地下水位に関する条件明示がな

い。  

    条件明示する必要があるにも係わらず交通誘導警備員に関する条件明

示がない。  

・設計図書の表示が明確でない場合 

【工事請負契約書第 18 条第 1 項第 3 号】 

  例）土質柱状図は明示されているが地下水位が不明確。  

     使用する材料の規格（種類、強度等）が明確に示されていない。  

    水替工の記載はあるが、作業時もしくは常時排水等の運転条件等の明

示がない。  

・設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致
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しない場合 

【工事請負契約書第 18 条第 1 項第 4 号】 

  例）設計図書に明示された土質や地下水位が現地条件と一致しない。 

設計図に明示された地盤高と工事現場の地盤高が一致しない。 

    設計図書に明示された交通誘導警備員の人数等が規制図と一致しない。  

・設計図書で明示されていない施工条件について予測することができない特 

別な状態が生じた場合 

【工事請負契約書第 18 条第 1 項第 5 号】 

  例）埋蔵文化財が発見され調査が必要となった。 

    工事範囲の一部に軟弱な地盤があり、地盤改良が必要となった。 
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「工事請負契約書第18条第1項」に該当する場合のフロー図

【凡例】

【第18条第1項】

【第18条第2項】

【第18条第3項】

【第18条第4項】

【第18条第5項】

【第24条】

【第25条】

【第18条第4項】

受注者 発注者

「第18条第1項」の

第1号～第5号に

該当する事実を発見

該当する事実が確認

出来る資料を提出して

発注者に確認を要請

照査内容の確認

設計図書の訂正・変更

工期・請負代金の変更

（変更契約 ⇒ 契約課へ依頼）

設計変更の責任者

発注者の作業

受注者の作業

両者の作業

工事着工
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②設計図書の照査の範囲を超える作業が生じる 

・受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。 

（土木工事共通仕様書 1-1-1-3 第 2 項の「設計図書の照査」は応力計算ま

で求めるものではありません）（P５参照） 

 

 

 

 

設計の照査の範囲を超える作業が生じる場合のフロー図

【凡例】

【第18条第1項】

【土木工事共通仕様書1-1-1-3】

【第18条第2項】

【第18条第3項】

【第18条第4項】

【第18条第5項】

【第24条】

【第25条】

【第18条第4項】

受注者 発注者

設計の照査の範囲を

超える作業が生じる

場合

該当する事実が確認

出来る資料を提出して

発注者に確認を要請

照査内容の確認

設計図書の訂正・変更

工期・請負代金の変更

（変更契約 ⇒ 契約課へ依頼）

設計変更の責任者

発注者の作業

受注者の作業

両者の作業

工事着工
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③発注者が変更を必要と認める 

・発注者から設計図書の変更に係る指示があった場合（工事請負契約書第 19

条（設計図書の変更）に該当する）  

    例）地元調整の結果、施工範囲、施工時間、施工期間を変更する。 

同時に施工する必要がある工種が判明し、その工種を追加する。 

警察・河川・鉄道等の管理者、電力・ガス等の事業者、消防署等と協   

議により、施工内容の変更、工事の追加をする。 

      当初設計で指定していた建設副産物の処分先を変更する。 

      使用材料を変更する。 

      関連する工事の影響により施工条件が変わったため、施工内容を変更

する。 

      隣接工事との調整で、交通誘導警備員の人数を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

発注者が変更を必要と認める場合のフロー図
【凡例】

【第19条】

【第18条第5項】

【第24条】

【第25条】

【第18条第4項】

【第19条】

受注者 発注者

設計図書の変更が

必要と判断

照査内容の確認（内容の通知）

工期・請負代金の変更

（変更契約 ⇒ 契約課へ依頼）

設計変更の責任者

発注者の作業

受注者の作業

両者の作業

工事着工
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④工事を一時中止する必要がある 

・受注者の責めに帰すことができない自然的又は人為的事象により、受注者

が工事を施工できないと認められる場合、発注者は工事の全部を一時中止さ

せなければならない。またその場合必要があると認められるときは、工期を

変更し、受注者が一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害

を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。（工事請負契約書第

20 条（工事の中止）に該当する） 

   例）設計図書に工事着工の時期が定められていた場合、その期日までに受

注者の責によらず着工できない。  

警察、河川、鉄道管理者等の管理者間協議が未了。  

管理者間協議の結果、施工できない期間が設定された。  

受注者の責によらない何らかのトラブル（地元調整等）が生じた。  

設計図書に定められた期日までに詳細設計が未了のため、施工できな

い。  

予見できない事態が発生した（地中障害物の発見等）。  

工事用地等の確保が行われていない。  
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工事を一時中止する必要がある場合のフロー図
【凡例】

【第18条第5項】

【第24条】

【第25条】

【第20条第1項】

【第20条第1項】

受注者 発注者

受注者の責に帰すことの出来ないものにより

工事を施工出来ない

工事中止期間中の維持・

管理に関する基本計画書

を提出

工期・請負代金の変更

（変更契約 ⇒ 契約課へ依頼）

工事着工

照査内容の確認

基本計画の承諾

工事の一時中止の

「指示」

基本計画書に基づく

現場の保全

発注者の作業

受注者の作業

両者の作業
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（４）設計変更が不可能なケース 

①設計図書に条件明示のない事項において、発注者が「協議」または「指示」

を行わず受注者が独自に判断して施工を実施した場合  

②発注者と「協議」をしているが、協議の回答がない時点で施工を実施した  

場合  

③「承諾」で施工した場合 （承諾とは受注者が自らの都合により、施工方法

等について監督員に同意を得ること） 

④工事請負契約書・土木工事共通仕様書に定められている所定の手続きを経

ていない場合（工事請負契約書第 18 条～第 25 条、土木工事共通仕様書

1-1-1-15～1-1-1-17） 

⑤正式な書面によらない事項(口頭のみの指示・協議等)の場合 （ただし、工

事請負契約書第 27 条（臨機の措置）の場合はこの限りではない） 

⑥当初の設計図書に従って施工しても支障がない場合  

⑦総合評価方式の入札において、受注者からの技術提案資料等に記載された  

内容に基づく場合 

⑧任意仮設において、施工方法の変更の場合（ただし、現地条件に齟齬があ  

る場合は除く） 

 

（５）設計図書の訂正・変更 

「工事請負契約書第 18 条第 1 項に該当する場合」及び「設計の照査の範囲

を超える作業が生じる場合」は、「工事請負契約書第 18 条第 4 項」に基づい

て、設計図書の訂正か変更かを確定します。 

 

○工事請負契約書第１８条（条件変更等）  

  ４．前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、

必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書

の訂正又は変更を行わなければならない。  

  (1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正す

る必要があるもの 発注者が行う 

  (2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目

的物の変更を伴うもの 発注者が行う 

  (3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目

的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行

う 
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設計図書の訂正・変更フロー図
【凡例】

【第18条第4項】

【第18条第2項】

【第18条第3項】

【第18条第3項】

【第18条第4項】

発注者の作業

受注者の作業

両者の作業

『第18条第1項に該当する』

『設計の照査の範囲を超える作業が生じる』に該当する

該当する内容の工事請負契約

書第18条第1項の該当号は？

第1号～第3号 第4号～第5号

訂 正 変 更

発注者：調査の実施

受注者：立会い

発注者：結果の取りまとめ

受注者：意見

変更の通知

（調査終了後原則14日以内）
訂正の通知

（調査終了後原則14日以内）

工事目的物の

変更を伴うか？

YES NO

受発注者で協議

「設計変更の責任者」による設計変更
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（６）設計変更の責任者  

設計図書の訂正・変更は、「工事請負契約書第18条第4項」の規定により、

発注者が行わなければならない。  

しかし、これとは別に、設計成果の瑕疵等による設計図書の訂正・変更や、

やむを得ず受注者が設計図書等の作成を行う場合も含めて、責任者を明確にし

ておく必要がある。 

○発注者の責による訂正・変更  

①条件変更に伴う場合  

「工事請負契約書第18条第1項（条件変更等）」に該当する変更の場合は、

受注者から提出される確認資料を活用し、発注者が作成することが基本である。 

 

②新たな構造計算等が必要となった場合  

新たな構造計算、線形等の設計が必要になった場合、発注者はコンサルタン

ト等へ業務を発注して変更図面等を作成する。 

簡易な設計業務は発注者自ら変更図面等を作成する。 

受注者は、必要に応じて土質資料、試験結果等の資料を発注者に提出する。

 

①条件変更に伴う場合

責任者 作業内容 作成者 作業内容

【施工前、施工途中】 【施工前、施工途中】

・請負者が作成する施工図をもとに作成する。 ・確認資料（※1）

【施工前】

・変更設計図面をもとに作成する

【施工途中】 【施工途中】

・受注者が作成する出来形数量をもとに作成する ・出来形数量計算書を作成

【施工前、施工途中】 【施工前、施工途中】

・受注者から提出される確認資料を活用して作成 ・確認資料（※1）

　※1．確認資料：現地地形図，設計図との対比図，取り合い図，施工図（※2）

　※2．施工図　：協議用図面程度であり、変更設計図面ではない

変更数量計算書 受注者発注者

発注者 受注者

設計図書の変更責任者 変更の為の資料

変更設計図面 受注者発注者

変更特記仕様書等

②新たな構造計算が必要になった場合（施工前・施工途中共通）

責任者 作業内容 作成者 作業内容

　※1．確認資料：現地地形図，設計図との対比図，取り合い図，施工図（※2）

　※2．施工図　：協議用図面程度であり、変更設計図面ではない

－ －

変更特記仕様書等 発注者 ・受注者から提出される確認資料を活用して作成 受注者 確認資料（※1）

コンサル

タント等

・高度な設計の場合、コンサルタント等へ発注者が発

注して作成

発注者

受注者

必要に応じて土質資料、試

験結果（技術管理費に含ま

れるもの）を提出

コンサル

タント等

・高度な設計の場合、コンサルタント等へ発注者が発

注して作成

発注者 ・簡易な設計の場合、発注者が作成

変更の為の資料設計図書の変更責任者

変更数量計算書

・簡易な設計の場合、発注者が作成

変更設計図面
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○コンサルタント等の責による訂正・変更 

発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合し

ないもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、「業務委託請負契約

書第15条（契約不適合責任）」に示すとおり、受注者に対し、成果物の修補

又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

 

 

設計に契約不適合があると判断された場合（施工前・施工途中共通）

責任者 作業内容 作成者 作業内容

　※1．確認資料：現地地形図，設計図との対比図，取り合い図，施工図（※2）

　※2．施工図　：協議用図面程度であり、変更設計図面ではない

確認資料（※1）

・変更数量計算書の作成

変更特記仕様書等 発注者 ・受注者から提出される確認資料を活用して作成 受注者

変更数量計算書
コンサル

タント等
－ －

変更の為の資料

変更設計図面
コンサル

タント等
受注者 確認資料（※1）・変更設計図面の作成

設計図書の変更責任者

「契約不適合」が想定される場合の設計図書の作成責任者確定フロー図

設計成果物に「契約不適合」があると想定された場合

契約不適合と

認められない

コンサルタント等に設計

図書の訂正・修正を要請

業務委託請負契約書

第15条に基づく修補

又は代替物の引渡しに

よる履行の追完請求

契約不適合

契約不適合責任

期間2年以内？

NO YES

発注者での責による

訂正・変更

（受注者が実施す

コンサルタント等の責による訂正・変更
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○受注者による訂正・変更 

発注者の責による場合や、コンサルタント等の責による場合で契約不適合責

任期間を過ぎているときは、発注者の負担により設計図書の訂正・変更を行わ

なければならない。  

但し、工事工程上やむを得ない場合は、当該工事施工業者（受注者）が訂正・

変更を実施することができるものとし、この場合の費用は当該工事の変更設計

に計上する。 

 

 

（７）適切な変更指示（書面主義の徹底） 

「工事請負契約書第1条第5項」に規定されているとおり、工事の施工に伴い

生ずる変更や追加については、必ず書面で行わなければならない。 

工事の施工においては、現地条件や協議条件等の変更及び設計基準の改定等

に伴い、当初契約内容の変更や追加が生ずる。この場合、発注者が変更指示書

または工事打合せ簿（以下「変更指示書等」という）により、工事の内容変更

をすることができる。（工事請負契約書第31条） 

しかし、変更指示書等が適切に発出されずに工事の施工が行われ、変更に係

る発注者と受注者の認識のずれが、最終設計変更における費用計上の問題へと

繋がっている。 

このことから、工事変更内容について書面にて発注者と受注者双方で確認し、

共通認識としなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受注者が実施する場合（施工前・施工途中共通）

責任者 作業内容 作成者 作業内容

　※1．確認資料：現地地形図，設計図との対比図，取り合い図，施工図（※2）

　※2．施工図　：協議用図面程度であり、変更設計図面ではない

変更数量計算書 受注者
・変更数量計算書の作成（発注者が受注者へ発注す

る）
－ －

変更の為の資料設計図書の変更責任者

変更特記仕様書等 発注者 ・受注者から提出される確認資料を活用して作成 受注者 確認資料（※1）

変更設計図面 受注者 ・変更設計図面の作成（発注者が受注者へ発注する） 受注者 確認資料（※1）
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５．工期・請負代金額の変更 

設計図書の訂正または変更が行われた場合、「工事請負契約書第 24 条及び第

25 条」に基づき、工期・請負代金額の変更、または損害を及ぼしたときの必

要な費用の負担は、発注者と受注者とが協議して定める。  

   

（１）工期変更について  

工期変更の対象であると確認された場合、「土木工事共通仕様書1-1-1-17」

より、受注者は、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資

料を添付した工期変更の協議書を発注者へ提出し、協議を行い工期の変更を定

めなければならない。 

  

（２）請負代金額の変更について  

発注者は、請負代金額の変更に加えて必要な費用を負担しなければならない。

必要な費用とは、設計図書の訂正・変更によって生じた、 

①手戻り費用  

②不要となった材料の売却損、労務費の帰郷費用  

③不要となった建設機械器具の損料及び回送費  

④不要となった仮設物に係る損失  

等の発注者の過失による損害賠償や、予期できない施工条件の変更に伴い発

生する受注者の費用の填補である。  

発注者が負担する費用の額は発注者と受注者とが協議して定める。  

（注）増額分が当初契約金額の３０％を超える変更は、現に進行中の工事と分

離して履行することが著しく困難なものを除き、原則として別途契約とす

る。 
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６．関連事項 

（１）仮設の取り扱いについて 

①仮設の概念  

工事における仮設とは、工事目的物を完成させるために必要な施工手段

であり、一時的に工事施工上設ける仮設備である。 

仮設については、「工事請負契約書第 1 条第 3 項」で、以下のとおり規

定している。 

「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段

（「施工方法等」という。）については、この約款及び設計図書に特別の定

めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。」 

②仮設の分類 

ア 指定仮設 

設計図書(仕様書、図面並びに現場説明書等)に仮設の工法等を指定し契

約した場合をいう。 

イ 任意仮設 

指定仮設以外の仮設をいう。 

③指定仮設の考え方 

仮設は、原則とし受注者の裁量に委ねられているため、発注者が指定仮

設とする場合は、基本的には河川、道路等の現有機能を確保する必要があ

るための仮設と、関連する諸法規の規程により発注者が指定（決定）すべ

き必要がある仮設に限定するものとする。したがって、指定仮設とする場

合は、原則として下記の事項に該当する場合のみとする。 

ア 河川堤防と同等の機能を有する仮締切の場合 

堤防開削に伴う仮締切 

イ 仮設構造物を一般交通に供する場合 

仮橋等（覆工板による仮設構造物を含む）、迂回道路 

ウ 特許工法または特殊工法を採用（指定）する場合 

特殊な材料等を使用（指定）する場合も含む 

エ 関係官公署等との協議により制約条件のある場合 

道路法、河川法、道路交通法、軌道法(ＪＲ等との協議を含む)の協議

で制約を受けたもの 

オ 第三者に特に配慮する必要がある場合 

家屋等に近接した仮設物、およびその他の工法で第三者に危害を及ぼ

す可能性があるもの 

カ 他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設の場

合 

仮設道路、仮桟橋、仮締切、仮設防護柵等で引き続き後続工事に使用

予定が決まっているもの 

キ その他必要と認める場合  
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(注)仮設の工法等について指定する場合は、事前に現地の調査を十分に行い、

設計委託の照査業務や経験豊富な技術者等の助言を活用する等して設

計成果を十分に検討し、関係法令、関係技術基準・指針等に沿って施

工の安全性に配慮した適切な設計を実施すること。 

④設計図書における明示方法 

ア 指定仮設の場合 

仮設物についての材質、構造等を設計図書等により指定し、設計数量

についても明記（一式計上としない）する。また、特記仕様書等により

施工条件についても明示する。  

イ 任意仮設の場合 

仮設物についての構造図等の図面表示は原則として行わず、設計数量

についても一式で計上する。ただし、特記仕様書等により施工条件につ

いては明示するものとする。 

また、参考図書として構造図等は添付する（契約図書ではない）こと

が出来る。 

⑤指定仮設で契約した場合の取扱いについて  

指定仮設で契約した場合は、通常の本工事と同様に着工から完成までの

確認写真及び施工途中及び施工後の実測等について検査を行い本工事の事

績に添付しておくこと。 

  なお、中間検査の対象にならない工事でも段階確認を行う必要がある。 

⑥任意仮設で契約した場合の取扱いについて 

任意仮設の場合は、受注者の責任において工法、施行方法等を定めて良

い。 

なお、次の場合は任意仮設であっても、設計変更の対象となるが、それ

以外は設計変更の対象とならないので留意すること。  

ア 施工途中において第三者との調整等によって、あるいは、当初の施工条

件に対し条件変更が生じた場合 

イ 設計変更の対象とする旨を特記仕様書等において明示した場合（手すり

先行足場等） 

ウ 施工箇所の延長等の変更に伴い仮設等の数量が変更になる場合 
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⑦仮設の分類について 

上記⑥において設計変更を行った場合でも、任意仮設はあくまで任意仮

設として変更を行う。ただし、材質、構造等を設計図書等により指定する

必要があり、設計数量についても明記する場合（上記③のような条件が付

与される場合）は指定仮設として変更を行う。 

 

 

 

【指定仮設及び任意仮設の考え方】 

  指定仮設 任意仮設 

設計図書 

施工方法等について 

具体的指定する 

（契約条件として 

指定する) 

施工方法等について 

具体的には指定しない 

（契約条件としてでは 

なく参考図として 

明示する） 

施工方法等の変更 
発注者の指示または 

承諾が必要 
受注者の任意 

施工方法の変更がある 

場合の設計変更 
行う 行わない 

当初明示した条件の 

変更に対応した設計変更 
行う 行う 

 

 

 

 

 

 

仮 設

指定仮設以外の仮設（原則はこちら）

指定仮設（下記に該当する場合のみ）

・受注者の選択に委ねる

・構造や仕様、施工方法について

設計図書等で指定する
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（2）条件明示について 

施工条件の明示が工事の円滑な執行に資することにかんがみて、必要に応

じて適切に条件明示する。 

【明示項目及び明示事項】 

 


